
令和 3 年 11 月 4 日

― 日本橋支部は電子申告の推進をしています ―

会員各位

書類送付のご案内
東 京税 理士会 日本橋 支部

事 務  局
〒103-0013 
中央区日本橋人形町 3-11-10 

ﾎｯｺｸ人形町ﾋﾞﾙ 2F 
T e l 03(3662)3979 F a x 03(3639)1727 
mail：t-zei2hon＠mvd.biglobe.ne.jp 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを

賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記の書類をご送付させて頂きましたので、よろしくお取り計らい下さいます

ようお願い申し上げます。

敬 具

記

研修会開催のご案内

12／17 DVD 研修「非上場株式の譲渡をめぐる税務の考察」

再案内 11／18  日本橋支所 VIP 推進研修会（WEB、会場）

再案内 11／19 「改正電子帳簿保存法のポイント・導入とインボイス制度

対応」（WEB、会場）

再案内 11／24  年末調整（会場）

再案内 12／3、7 年末調整（DVD）

再案内 12／ 1 「Ｑ＆Ａでわかる令和３年度税制改正の実務」（WEB、会場）

再案内 雑談室開催案内（11 月、12 月）

令和３年度中央都税事務所との協議会における税理士会からの質問・要望事項

に対する中央都税事務所からの回答

令和 3 年分確定申告の早見表

連絡文書メール配信受付中です！ 

連絡文書のメール受取りにご協力お願いします。 

メールアドレス densihaihu@nihonbashi-tax.jp 

件名 「連絡文書送付方法について」 

本文  お名前、登録番号をご記入ください 



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

研修参加申込書 

会 員 各 位
東京税理士会日本橋支部 

支 部 長 竹田  修 

研修部長 塩谷  満 

東京税理士協同組合共催 

DVD 研修会のご案内
 会員の皆様、いつも研修会にご参加いただきありがとうございます。 

今回は、過去東京会で開催されました研修会の、ＤＶＤの視聴による研修会を行ない
ます。新型コロナウィルス感染症対策のため、事前予約定員制で申込みに締切日がござ
います。何卒ご理解のうえお申し込みくださいますよう宜しくお願い致します。 

開催日時：１２月１７日（金）１３時３０分～１６時３０分 

会  場：日本橋支部会議室 
℡ 03（3662）3979
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-11-10 ﾎｯｺｸ人形町ﾋﾞﾙ 2F 

＊ 会場案内図が必要な方は、下記申込書の会場案内図の□欄にレを入れ

て下さい。折り返し Fax（メール、郵送）いたします。 

開催内容：【テーマ】非上場株式の譲渡をめぐる税務の考察 

～同族関係者間と第三者間の取引～ 

（会員研修会第 9 回） 

【講 師】税理士・調査研究部委員会員相談室相談委員 

苅米 裕 氏 

申込方法： ① F a x 下記の参加申込書にご記入の上、このままお送り下さい。 
Fax 送付先 03（3639）1727 支部事務局 

② Ｅ ﾒｰ ﾙ 件名「12/17 研修会参加」、本文に登録番号,連絡先をご記入の
上、お送り下さい。 

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t-zei2hon@mvd.biglobe.ne.jp
＊ お電話でも受付けております。 

℡ 03（3662）3979 支部事務局 

定  員： ２０名（先着順） 
締  切： １２月１０日（金） 

『研修カード』をご持参下さい！ 

東京税理士会日本橋支部 行 

□ 会 場 案 内 図 希 望 し ま す 。  

会員氏名 登録番号

連絡先 

電話番号   （     ）        Fax 番号   （     ）



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

会 員 各 位

東京税理士会日本橋支部

支  部  長  竹 田  修 

研 修 部 長  塩 谷  満

東京税理士協同組合共催

WEB 研修会のご案内

9 月 13 日開催予定でした東京税理士協同組合・日本生命共催 日本橋支所ＶＩＰ推進

研修会を下記の通り WEB 研修会として開催いたします。WEB 視聴が難しい会員の方は、

別紙日程で綿商会館にて放映いたしますので、案内を確認の上、お申し込みくださいま

すよう宜しくお願い致します。

開催内容：テーマ①大切な顧問先企業を守るため、企業が抱えるリスクにどう
備えるか 

具体例を交え、企業のリスクマネジメントをわかりやすく解説

します。 

テーマ②ご自身のリスクマネジメントは大丈夫ですか？ 

税理士賠償責任保険の保障範囲について改めて解説します。

講  師：内山 範昭 氏 ワランティビジネスジャパン株式会社代表取締役

＜研修部長よりコメント＞

顧問先より難しい相談、自分でわからない取引が発生した時、どのように判断していま
すか？。リスクが大きそうだけど、、税賠でカバーしているし、、というような心配を
するのではなく、しっかりとリスク判断して決定することが重要です。具体事例も踏ま
えて、興味深い研修となっています。ぜひ視聴してください！！。 

＜WEB 視聴方法＞

放映期間：令和３年１０月２０日（水）～令和４年３月３１日（木） 

視聴方法：①日本橋支部ホームページのログイン（PW：TTAN） 

      https://www.nihonbashi-tax.jp/ 

     ②研修案内（画面左上）をクリック 

     ③研修資料をクリックしてダウンロード 

④研修動画をクリック（放送が開始されます。） 

研修時間登録方法： 

① 研修動画の視聴が終わると視聴コードが表示されます。そのコードを事務局ま

でメール又は FAX お願いいたします。 

② 研修時間の登録は、令和３年１２月末及び令和４年３月末に事務局から行いま

す。すぐに登録時間に反映されませんのでご注意ください。 

このご案内は、全会員宛となっておりますので、既にお申込を
いただいた先生へも届いてしまいますことをご容赦下さい。 



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

研修参加申込書 

WEB 研修会（会場放映）のご案内

9 月 13 日開催予定でした東京税理士協同組合・日本生命共催 日本橋支所ＶＩＰ推進

研修会を下記の通り WEB 研修会（会場放映）として開催いたします。案内を確認の上、

お申し込みくださいますよう宜しくお願い致します。

開催内容：テーマ①大切な顧問先企業を守るため、企業が抱えるリスクにどう
備えるか 

具体例を交え、企業のリスクマネジメントをわかりやすく解説

します。 

テーマ②ご自身のリスクマネジメントは大丈夫ですか？ 

税理士賠償責任保険の保障範囲について改めて解説します。

講  師：内山 範昭 氏 ワランティビジネスジャパン株式会社代表取締役 

＜研修部長よりコメント＞

顧問先より難しい相談、自分でわからない取引が発生した時、どのように判断していま
すか？。リスクが大きそうだけど、、税賠でカバーしているし、、というような心配を
するのではなく、しっかりとリスク判断して決定することが重要です。具体事例も踏ま
えて、興味深い研修となっています。ぜひ視聴してください！！。 

開催日時：１１月１８日（木）午後２時００分～午後４時００分

会  場：綿商会館６階

℡ 03（3662）2251

〒103-0006 中央区日本橋富沢町 8-10  

＊ 会場案内図が必要な方は、下記申込書の会場案内図の□欄にレを入れ

て下さい。折り返し Fax（メール、郵送）いたします。 

申込方法： ① F a x 下記の参加申込書にご記入の上、このままお送り下さい。 

Fax 送付先 03（3639）1727 支部事務局 

② Ｅ ﾒｰ ﾙ 件名「11/18 研修会参加」、本文に登録番号,連絡先をご記入の

上、お送り下さい。 

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t-zei2hon@mvd.biglobe.ne.jp

＊ お電話でも受付けております。 

℡ 03（3662）3979 支部事務局 

定  員： ５０名（先着順） 

締  切： １１月１１日（木） 

『研修カード』をご持参下さい！

東京税理士会日本橋支部 行 

11 月 18 日（木）の研修会に参加いたします。 

□ 会 場 案 内 図 希 望 し ま す 。  

会員氏名 登録番号

連絡先 

電話番号   （     ）        Fax 番号   （     ）



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

研修参加申込書 

会 員 各 位 

東京税理士会日本橋支部 

支 部 長 竹田  修 

研修部長 塩谷  満 

東京税理士協同組合共催 

第 2 回ジョイント研修会（会場型）のご案内
 会員の皆様、いつも研修会にご参加いただきありがとうございます。 

日本橋・京橋支部第２回ジョイント研修会を下記のとおり開催致します。新型コロナウ

イルス感染症対策のため、事前予約定員制で申込みに締切日がございます。何卒ご理解の

うえお申し込みくださいますよう宜しくお願い致します。

開催日時：令和３年１１月１９日（金）１４時００分～１６時３０分 

※この研修会はオンライン研修会の公開放送（パブリックビューイング）となります。

オンライン参加希望の方は、別紙案内を確認お願いします。 

開催内容：「改正電子帳簿保存法のポイント・導入とインボイス制度対応」 

講  師：税理士 安田 信彦 氏（日本橋支部） 

会  場：ＡＰ日本橋

℡ 03（3273）3109

中央区日本橋 3-6-2 日本橋ﾌﾛﾝﾄ 6F 

＊ 会場案内図が必要な方は、下記申込書の会場案内図の□欄にレを入れ

て下さい。折り返し Fax（メール、郵送）いたします。 

申込方法： ① F a x 下記の参加申込書にご記入の上、このままお送り下さい。 

Fax 送付先 03（3639）1727 支部事務局 

② Ｅ ﾒｰ ﾙ 件名「11/19 研修会参加」、本文に登録番号,連絡先をご記入の

上、お送り下さい。 

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t-zei2hon@mvd.biglobe.ne.jp

＊ お電話でも受付けております。 

℡ 03（3662）3979 支部事務局 

定  員： １００名（先着順） 

締  切： １１月１２日（金） 

『研修カード』をご持参下さい！ 

東京税理士会日本橋支部 行 

11 月 19 日（月）の研修会に参加いたします。 

□ 会 場 案 内 図 希 望 し ま す 。  

会員氏名 登録番号

連絡先 

電話番号   （     ）        Fax 番号   （     ）

内容の一部に訂正がございましたので、再度ご案内申し上げます。 



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

会 員 各 位 
東京税理士会日本橋支部 

研修部長 塩谷  満 

東京税理士協同組合共催 

第 2 回ジョイント研修会（オンライン）のご案内  

１．日 時 令和３年１１月１９日（金）１４：００～１６：３０

２．場 所 オンライン研修会（事務所・自宅 PC 及びｽﾏｰﾄﾌｫﾝにて視聴）

YouTube による生配信 
（収録型ではございませんので、上記日時でのみの視聴となりますのでご注意ください。） 

※配信される音声及び映像の録画は禁止させて頂きます。

３．テーマ 改正電子帳簿保存法のポイント・導入とインボイス制度対応

４．講 師 税理士 安田 信彦 氏（日本橋支部）

５．申込方法 ① Fax  下記の申込用紙にご記入の上、そのままお送り下さい。 

FAX 送付先  支部事務局 03（ 36 3 9） 1 7 2 7  

② e ﾒｰﾙ 件名「11/19 参加」本文に別紙の内容をご記入いただき、 

お送り下さい。 

e ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t-zei2hon@mvd.biglobe.ne.jp

＊ お電話でも受付けております。 

℡ 03（3662）3979 支部事務局 

６．視聴方法

①日本橋支部ホームページのログイン（PW：TTAN） 

      https://www.nihonbashi-tax.jp/ 

   ②研修案内（画面左上）をクリック 

   ③研修資料をクリックしてダウンロード 

④研修動画をクリック（放送が開始されます。） 

７．受講申請登録方法

研修動画の視聴が終わると視聴コードが表示されます。そのコードを事務局まで 

メール又は FAX お願いいたします。 



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

研修参加申込書 

会 員 各 位

東京税理士会日本橋支部 

支 部 長 竹田  修 

研修部長 塩谷  満 

東京税理士協同組合共催 

年末調整研修会のご案内 （会場 型）

日本橋支部研修部から研修会開催のお知らせです。 

例年通り、日本橋税務署・中央区役所担当官に年末調整についてのご説明を

お願いしますが、新型コロナウィルス感染症対策のため、定員１００名の事前

予約制（１事務所 1 名）申込みに締切日がございます。何卒ご理解のうえお申

し込みくださいますよう宜しくお願い致します。 

開催日時：１１月２４日（水） １３：３０～１５：３０

講  師：日本橋税務署 担当官 

中央区役所 担当官

会  場：東京証券会館ホール
中央区日本橋茅場町 1-5-8  

＊ 会場案内図が必要な方は、下記申込書の会場案内図の□欄にレを入

れて下さい。折り返し Fax（メール、郵送）いたします。 

申込方法： ① F a x 下記の参加申込書にご記入の上、このままお送り下さい。

Fax 送付先 03（3639）1727 支部事務局 

② Ｅ ﾒｰ ﾙ 件名「11/24 研修会参加」、本文に、会員は登録番号,連絡先を、

職員は事務所名,参加人数をご記入の上、お送り下さい。

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t-zei2hon@mvd.biglobe.ne.jp

＊ お電話でも受付けております。 

℡ 03（3662）3979 支部事務局 

定  員： １００名（先着順） 

締  切： １１月１７日（水） 

『研修カード』をご持参下さい！ 

東京税理士会日本橋支部 行 

11 月 24 日（水）の研修会に参加いたします。 

□ 会 場 案 内 図 希 望 し ま す 。  

会  員

記 入 欄

氏名 登録番号

職  員

記 入 欄

事務所名

連絡先 

電話番号   （     ）      Fax 番号   （     ）

このご案内は、全会員宛となっておりますので、既にお申込を
いただいた先生へも届いてしまいますことをご容赦下さい。 



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

研修参加申込書 

会 員 各 位
東京税理士会日本橋支部 

支 部 長 竹田  修 

研修部長 塩谷  満 

東京税理士協同組合共催 

年 末 調 整 研 修 会 のご案 内 （ Ｄ Ｖ Ｄ 型 ）

日本橋支部研修部から研修会開催のお知らせです。 

新型コロナウィルス感染症対策のため、年末調整についての説明は、会場型

と支部ＤＶＤ視聴型で開催いたします。支部事務局では各回定員２０名の事前

予約制による年末調整研修会ＤＶＤ上映部分の視聴と資料配布をいたします。

申込みに締切日がございます。何卒ご理解のうえお申し込みくださいますよう宜し

くお願い致します。 

開催日時：１２月 ３日（金） １０：００～１１：３０ 

７日（火） １４：００～１５：３０ 

会  場：日本橋支部会議室
℡ 03（3662）3979 

中央区日本橋人形町 3-11-10 ﾎｯｺｸ人形町ﾋﾞﾙ 2F 

＊ 会場案内図が必要な方は、下記申込書の会場案内図の□欄にレを入

れて下さい。折り返し Fax（メール、郵送）いたします。 

申込方法： ① F a x 下記の参加申込書にご記入の上、このままお送り下さい。

Fax 送付先 03（3639）1727 支部事務局 

② Ｅ ﾒｰ ﾙ 件名「12/（日にち）研修会参加」、本文に、会員は登録番号,連

絡先を、職員は事務所名,参加人数をご記入の上、お送り下さい。

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t-zei2hon@mvd.biglobe.ne.jp

＊ お電話でも受付けております。 

℡ 03（3662）3979 支部事務局 

定  員： 各回２０名（先着順） 

締  切： １１月２６日（金） 

『研修カード』をご持参下さい！ 

東京税理士会日本橋支部 行 

□ 会 場 案 内 図 希 望 し ま す 。  

会  員

記 入 欄

氏名 登録番号

職  員

記 入 欄

事務所名

連絡先 

電話番号   （     ）      Fax 番号   （     ）

 ※参加ご希望日に〇を付けて下さい。

１２月 ３日（金）     １２月 ７日（火） 



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

研修参加申込書 

会 員 各 位

東京税理士会日本橋支部 

支 部 長 竹田  修 

研修部長 塩谷  満 

東京税理士協同組合共催 

研修会のご案内（会場型）

7 月 27 日開催予定でした宮森 俊樹先生の研修会は、下記の通り日程を変更して、

改めてご案内致します。新型コロナウィルス感染症対策のため、事前予約定員制で申込み

に締切日がございます。何卒ご理解のうえお申し込みくださいますよう宜しくお願い致し

ます。

開催日時：令和３年１２月 1 日（水）午後２時００分～午後５時００分 

開催内容：「Ｑ＆Ａでわかる令和３年度税制改正の実務」 

講  師：税理士 宮森 俊樹 氏 

会  場：ＡＰ日本橋

℡ 03（3273）3109

中央区日本橋 3-6-2 日本橋ﾌﾛﾝﾄ 6F 

＊ 会場案内図が必要な方は、下記申込書の会場案内図の□欄にレを入れ

て下さい。折り返し Fax（メール、郵送）いたします。 

申込方法： ① F a x 下記の参加申込書にご記入の上、このままお送り下さい。 

Fax 送付先 03（3639）1727 支部事務局 

② Ｅ ﾒｰ ﾙ 件名「12/1 研修会参加」、本文に登録番号,連絡先をご記入の上、

お送り下さい。 

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t-zei2hon@mvd.biglobe.ne.jp

＊ お電話でも受付けております。 

℡ 03（3662）3979 支部事務局 

定  員： １００名（先着順） 

締  切： １１月２４日（水） 

『研修カード』をご持参下さい！

東京税理士会日本橋支部 行 

12 月 1 日（水）の研修会に参加いたします。 

□ 会 場 案 内 図 希 望 し ま す 。  

会員氏名 登録番号

連絡先 

電話番号   （     ）        Fax 番号   （     ）

会 員 各 位 

ｵﾝﾗｲﾝ研修会の公開放送をすることになりましたので、 

再度ご案内申し上げます。 



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

東京税理士会日本橋支部 

研修部長 塩谷  満 

東京税理士協同組合共催 

研修会（オンライン）のご案内  

１．日 時 令和３年１２月 １日（水）午後２時００分～午後５時００分

２．場 所 オンライン研修会（事務所・自宅 PC 及びｽﾏｰﾄﾌｫﾝにて視聴）

YouTube による生配信 
（収録型ではございませんので、上記日時でのみの視聴となりますのでご注意ください。） 

※配信される音声及び映像の録画は禁止させて頂きます。

３．テーマ 「Ｑ＆Ａでわかる令和３年度税制改正の実務」

４．講 師 税理士 宮森 俊樹 氏

５．申込方法 ① Fax  下記の申込用紙にご記入の上、そのままお送り下さい。 

FAX 送付先  支部事務局 03（ 36 3 9） 1 7 2 7  

② e ﾒｰﾙ 件名「12/1 参加」本文に別紙の内容をご記入いただき、 

お送り下さい。 

e ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t-zei2hon@mvd.biglobe.ne.jp

＊ お電話でも受付けております。 

℡ 03（3662）3979 支部事務局 

６．視聴方法

①日本橋支部ホームページのログイン（PW：TTAN） 

      https://www.nihonbashi-tax.jp/ 

   ②研修案内（画面左上）をクリック 

   ③研修資料をクリックしてダウンロード 

④研修動画をクリック（放送が開始されます。） 

７．受講申請登録方法

研修動画の視聴が終わると視聴コードが表示されます。そのコードを事務局まで 

メール又は FAX お願いいたします。 



令和 3年 11 月 4 日 

Fax 送付先（日本橋支部） 0 3 - 3 6 3 9 - 1 7 2 7

参加申込書 

会 員 各 位

東京税理士会日本橋支部 

支  部  長  竹 田   修 

研 修 部 長  塩 谷   満 

東京税理士協同組合共催 

雑談室のご案内
 会員の皆様、いつも雑談室にご参加いただきありがとうございます。 
 新型コロナウィルス感染症対策のため、当面の間、事前予約の定員制で開催すること
となりました。 

参加ご希望の方におかれましては、何卒ご理解のうえ締切日までにお申し込みくだ
さいますよう宜しくお願い致します。 

開  催： １１月 日 時：１１月１２日（金）１７時３０分～ 
締 切：１１月 ５日（金）

１２月 日 時：１２月１０日（金）１７時３０分～ 
締 切：１２月 ３日（金）

会  場： 日本橋支部会議室（ZOOM でも同時開催します。） 

＊参加希望者に URL を連絡いたします。

申込方法： ① F a x 下記の参加申込書にご記入の上、このままお送り下さい。 
Fax 送付先 03（3639）1727 支部事務局 

② Ｅ ﾒｰ ﾙ 件名「○月○日 雑談室参加」、本文に登録番号,連絡先を 
ご記入の上、お送り下さい。 

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ t-zei2hon@mvd.biglobe.ne.jp
＊ お電話でも受付けております。 

℡ 03（3662）3979 支部事務局 

定  員： １５名（先着順） 

東京税理士会日本橋支部 行 

会員氏名 登録番号

連絡先 

電話番号   （     ）        Fax 番号   （     ） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

開催日時              ※参加ご希望日の□欄にレを入れて下さい 

１１月１２日（金）１７：３０～ ・締切日  １１月 ５日（金） 

１２月１０日（金）１７：３０～ ・締切日  １２月 ３日（金） 

このご案内は、全会員宛となっておりますので、既にお申込を
いただいた先生へも届いてしまいますことをご容赦下さい。 
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令和３年１０月２２日 

令和３年度 東京税理士会日本橋・京橋支部との連絡協議会 

中央都税事務所への質問・要望事項に対する回答 

ｅＬＴＡＸ関係 

要望事項① eLTAX の利用時間を拡大してほしい。

※電子申告は国税・地方税を同時に行う場合がほとんどなので、受付時間を 

e-Tax と同じ時間帯にしてほしい。

※24 時間受付よりも、通年の土日受付対応を優先してほしい。

（日本橋①・京橋① 継続） 

要望事項② eLTAX(PCdeskWeb 版)の対応ブラウザを拡大してほしい。

      ※特に Google Chrome への対応。

（日本橋②・京橋② 継続） 

【回答】 

eLTAX では、令和元年 9月から年末を除く毎月の最終土日に稼働しております。 

 また、1月 15 日から 31日は最繁忙期として休祝日を含めた毎日 24時間運用を、

2 月 1日から 3月 15 日は繁忙期として休祝日を含めた毎日運用しております。 

  24 時間受付や通年の土日受付対応は、システムメンテナンスやバージョンアッ

プ等があり、難しいところでありますが、さらなる利用者の方の利便性の向上を図

るよう、引き続き、地方税共同機構にお伝えしてまいります。 

（法人事業税課） 

【回答】 

現在、eLTAX 対応の Web ブラウザとしましては、Internet Explorer、Safari、
Edge があります。 

また、スマートフォンの場合は Chrome、Safari が対応しています。 

納税者の利便性向上の観点から、対応ブラウザを拡大するよう地方税共同機構

に働きかけを行ってまいります。          

      （法人事業税課） 
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要望事項③ eLTAX も、e-Tax 同様に添付書類の省略を図ってほしい。

※添付が必要なら添付書類の容量を大きくしてほしい。

（日本橋③・京橋④ 継続） 

要望事項④ eLTAX において都民税・事業税の更正の請求が出来るようにしてほしい。

※紙ベースだと都道府県によって書式が違うので紛らわしい。修正申告書のマ

イナスで対応してもらえないか。          

（日本橋④・京橋⑦ 継続）

要望事項⑤ eLTAX で電子申告している法人については、申告書の郵送を省略し、納付書の

みの郵送にしてほしい。

（日本橋⑤ 継続) 

【回答】 

法人設立届及び異動届の記載事項のうち、資本金の額や設立年月日等の登記事

項については、現在は、登記事項証明書以外に確認手段がないため、法人設立届

及び異動届への登記事項証明書の添付をお願いしております。（東京都都税条例

施行規則第 12条の 2） 

法務省では、登記情報システムを改修して整備された登記情報連携システムに

より、2020 年（令和２年）10 月以降、国の行政機関に登記情報をオンライン（共

通 API や GUI 機能）で提供することが可能となったところですが、「デジタル・ガ

バメント実行計画」では、地方公共団体を含む行政機関間の情報連携の仕組みの

在り方について検討し、2021 年度（令和３年度）中に結論を得ることとされてい

ます。 

国の動向を注視しながら、東京都としても登記事項証明書の添付省略について

検討してまいりますが、当面の間は、本都に提出する法人設立届及び異動届への

登記事項証明書の添付について、貴会のご理解とご協力を賜りますようお願いし

ます。 

                         （法人事業税課） 

【回答】 

令和 3年 7月 5日より、更正の請求は、全ての地方公共団体において、PCdesk
（Web)版からの申請・届出に対応しておりますので、ご活用ください。     

（法人事業税課）

【回答】 

電子申告義務化の法人様の法人二税につきましては、令和２年１０月以降納付

書と税率表等を送付しております。また、既に電子申告をされている納税者様に

つきましては、令和３年 10 月以降、法人二税は納付書と税率表等のみ、事業所税

は納付書のみを送付するよう変更しております。

（法人事業税課・事業税課） 
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要望事項⑥ eLTAX の新規届出の完了通知に時間が掛かりすぎるので、迅速に対応してほし

い。                        

(日本橋⑥・京橋⑧継続) 

要望事項⑦ eLTAX の新規届出について大文字なら良いけど小文字はダメとか使い勝手が

よくないので改善してほしい。               （日本橋⑦ 継続） 

eLTAX の使用可能文字について使い勝手が良くないので改善してほしい。

※常用漢字以外の漢字「髙」、小さい「ァィゥェォ」、「ゃゅょ」、「ー（長音）」な 

ど。                                                  （京橋⑤ 継続） 

要望事項⑧ eLTAX でメールアドレスが１つしか登録できない。複数登録できれば税理士と

納税者に連絡が行くので、複数登録できるようにしてほしい。 

（日本橋⑧ 継続） 

【回答】 

eLTAXにおける使用可能文字につきましては令和元年９月より e-Tax と同様の範
囲に拡大しております。その内容は「eLTAX 利用可能文字一覧」としてホームページ
に掲載しております。なお、利用届出につきましては、法人名称・所在地等、全角での

入力が定められている項目があり、ご不便おかけしております。令和元年９月から法

人番号を入力することで、法人名、所在地を転記する機能が追加されましたので、そ

ちらもご活用ください。               

（法人事業税課）

【回答】 

eLTAX で登録できるメールアドレスは令和元年９月に１つから３つに変更され

ています。納税者様と関与税理士様など関係者様の両方でメールを受領するとい

った利用方法や納税者様ご本人のメールアドレスを複数件登録することが可能と

なっておりますのでご利用ください。            

                            （法人事業税課） 

【回答】 

利用届出の審査手続きにつきましては毎日行っておりますが、送信のタイミン

グによってはお待たせしてしまうこともあり、申し訳ございません。なお、地方

公共団体の審査が完了していなくても、利用届出を提出いただければ、すぐに申

告データの送信等を行うことはできますが、東京都としましては今後とも速やか

に審査を行うよう努めてまいります。               

（法人事業税課） 
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要望事項⑨ PCdesk のダウンロード版と Web 版の機能を統一して欲しい。  

※プレ申告データのダウンロードくらいは Web 版でもできるようにしてほしい。 

（日本橋⑨・京橋③ 継続） 

要望事項⑩ ダイレクト納付の開設手続きを簡素化して欲しい。

※国税と同様レベル                   （日本橋⑩ 継続）

            eLTAX のダイレクト納付手続は分かりづらいので簡素化してほしい。

※銀行の店舗減少や窓口予約に対する対応として考えてもらいたい。

※銀行の不備で納付できなかった時の納税者の責任について知りたい。

（京橋⑥ 継続）

【回答】 

申告に関する手続きにつきましては、ダウンロード、インストールしてご利用

していただくことが多いことから、Web 版では機能を制限しております。機能

の統一化につきましては地方税共同機構にお伝えしてまいります。    

（法人事業税課） 

【回答】

今回ご要望のありました内容につきましては、地方税共同機構へ要望して参

ります。

        （徴収課）
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固定資産税関係 

要望事項① 固定資産税の課税明細書について、共有物件の場合は共有者全員に送付してほ

しい。                        

（日本橋①・京橋④ 継続） 

要望事項② 固定資産評価証明書について、以下の点を改善してほしい。

（ア）名寄帳と連動して、納税義務者ごとの評価証明書も発行してほしい。

（イ）税務代理権限証書の写しの添付のみで評価証明書を取得できる取扱いにし

てほしい。              

（日本橋② 継続）

【回答】

共有の固定資産については、筆頭者に対して納税通知書及び課税明細書を送

付しています。

また、一定の要件を満たし、かつ、共有者全員の合意に基づく申出があった場

合は、それぞれに納税通知書及び課税明細書を送付したうえで、持分に応じた納

付の取扱いを行っています。

なお、名寄帳により税額を把握することも可能です。縦覧期間中（４月から６

月）に窓口で申請すると、共有者の方も無料で名寄帳を取得できます。

               （固定資産税課）

【回答】

（ア） 固定資産評価証明書は、固定資産課税台帳に記載されている事項について

証明するものですが、請求される方には納税義務者だけでなく、借地・借家

人や訴えの提起を行う方等もおり、東京都では物件ごとに発行をしており

ます。

なお、平成 30 年 5 月 1 日より、納税義務者ごとに１枚の証明書に最大３

件の表示を行えるようになっております。

（イ） 相続税等、申告に際して固定資産評価証明書が必要な税目については、自

治省税務局固定資産税課長あての日本税理士会連合会会長照会に基づき、

限定的に、税務代理権限証書の写しの添付による取扱いを行っています。

よって、申告に際して評価証明書を必要としない税目や、固定資産税等の

賦課税目に係る税務代理を受任されている場合は、委任状が必要となりま

す。 

                         （固定資産税課）
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要望事項③  償却資産の申告期限を法人都民税及び事業税の申告期限と統一してほしい

（日本橋③・京橋① 継続）

要望事項④ 30 万円未満の少額減価償却資産は償却資産税の対象外としていただきたい。

（日本橋④・京橋② 継続）

要望事項⑤ 償却資産について、税法では 1 円まで減価償却できるのに、償却資産では 5％

で止まってしまい、課税の対象となる。耐用年数を超えて資産を大事に使ってい

る会社がこれでは報われない。改正を検討してほしい。 

（京橋③ 継続） 

【回答】 

「少額資産」に係る規定は、法定事項であるため、東京都が独自に地方税法

の定めと異なる取り扱いをすることは、困難でございます。貴会のご理解、ご

協力を賜りますよう、お願いします。（地方税法第３４１条第４号、法施行令

第４９条） 

（固定資産税課） 

【回答】

 償却資産の評価額の最低基準が取得価額の５％につきましては、固定資産評

価基準第３章第１節１０で定まっております。この、固定資産評価基準につい

ても法と同様でございますので、東京都が独自に地方税法の定めと異なる取り

扱いをすることは、困難でございます。貴会のご理解、ご協力を賜りますよ

う、お願いします。                   

（固定資産税課） 

【回答】 

固定資産（償却資産）については、１月１日現在の所有資産をその年の１

月３１日までに都税事務所に申告していただき、これにより評価・課税を行

っています（地方税法第３８３条）。申告期限については、課税庁が固定資

産税の価格等を３月３１日までに決定しなければならない（地方税法第４１

０条）とされていることもあり、ご負担をお掛けしております。一方で、国

も関与する資産評価システム研究センターの研究会が平成３０年３月に「償

却資産課税のあり方に関する調査研究～申告制度の簡素化・効率化に向けた

制度設計について～」の調査報告を行い、今年度も引き続き検討を進めるこ

ととされました。東京都としましても実務を担う立場から、国における今後

の検討を後押ししていきたいと考えているところです。

（固定資産税課） 
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その他の要望 

要望事項① 東京都における固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について今後も継続

してほしい。

（ア）小規模住宅用地に対する都市計画税を 2分の 1 とする軽減措置

（イ）小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を２割減額する減免

措置

（ウ）商業地等の固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を 65％に引

き下げる軽減措置     

    （日本橋①・京橋① 継続）

【回答】

（ア） 小規模住宅用地に係る都市計画税の軽減措置は、都民の定住確保、市価

高騰に伴う負担緩和の見地から昭和 63 年度に創設し、都独自の措置とし

て実施してきたものです。

今回、継続の要望があったことを、主税局担当部門へ伝えます。 

（イ） 小規模非住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の減免措置は、過重

となっている 23 区の非住宅用地の税負担を緩和するとともに、厳しい経

済状況下における中小企業への支援を行うため平成 14 年度に創設し、都

独自の措置として実施してきたものです。

今回、継続の要望があったことを、主税局担当部門へ伝えます。

（ウ） 商業地等における固定資産税及び都市計画税の負担水準の上限引下げ措

置は、全国に比べ過重となっている 23 区商業地等の負担の緩和を図るた

め平成 17 年度に導入し、負担水準が 65％を超える場合に、条例により 65％
の水準まで税額を減額する措置として実施してきたものです。

今回、継続の要望があったことを、主税局担当部門へ伝えます。

（固定資産税課）
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要望事項② 新型コロナ関連 固定資産税の減免申請について、各市町村の様式を統一して欲

しい。また、コロナウイルスが収束するまで減免措置を延長してほしい。

                                （日本橋② 新規）

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者等

に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について、令和４年度分も継続して

ほしい。

※申告期限も柔軟に対応してほしい。          （京橋② 継続）

要望事項③ eLTAX 地方税ポータルシステムについて、案内（パンフレット、HP）を充実さ

せてほしい。

ダイレクト納付も含め、非常に便利なシステムなので普及させたい。アナウンス

用のパンフレットがあれば研修でも配布したい。       

（日本橋③ 新規）

【回答】

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者

等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置は、新型コロナウイルス感染症緊

急経済対策の一環として、感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環

境に直面している中小事業者等に対して、固定資産税及び都市計画税の負担を軽

減することを目的として地方税法附則第 63 条により創設された制度であり、延

長には法律の改正が必要です。

また、申告書については、総務省及び中小企業庁からの事務連絡により、例示

された様式をもとに各地方自治体が定めています。東京都においても 23 区の都

税事務所で使用する様式を定めました。

なお、申告期限については、地方税法附則第 63 条第２項により要件として定

められています。新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限から継続し

て申告することが困難であったやむを得ない理由がある場合は、東京都都税条例

の規定により期限の延長を申請することができる場合があります。

（固定資産税課）

【回答】

今回ご要望のありました内容につきましては、地方税共同機構へ要望して参り

ます。

アナウンス用パンフレットにつきましては、既存のものが２種類ございます

ので、ご要望があれば必要枚数をお届けいたします。            

（徴収課）
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要望事項④ 法人住民税申告書（第六号様式）の税目がわかりにくい。線で区切るなどして税

目ごとにわかりやすくしてほしい。            

 （京橋③ 新規）

要望事項⑤ 事業所税（資産割）については、免税点（1,000 ㎡）を超えるといきなり 60 万円超が課

税されるなど、999 ㎡の事業者との公平性に問題がある。免税点方式ではなく控除方式

にするなどして課税を公平にしてほしい。                    

 （京橋④ 新規） 

【回答】

貴重なご意見ありがとうございます。申告書第六号様式につきましては、ご要

望があったことを主税局担当部門にお伝えしてまいります。

（法人事業税課）

【回答】

事業所税は、中小零細事業者の負担を排除するため、地方税法によって比較

的高い水準において免税点が定められているところです。

頂いた要望につきましては、主税局担当部門に申し伝えます。

（事業税課）


















































